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令和７年第４回区議会定例会提出予定議案 

 

第１ 条例 

１ 職員の分限に関する条例の一部を改正する条例 

(1) 改正内容 

病気休職から復職後１年以内に、再び明らかに異なると認められない疾病により病気休職

の処分を受ける場合の休職期間については、復職前の休職期間を通算して３年を超えない範

囲内において任命権者が定めることとする。 

(2) 施行期日 

令和８年４月１日 

 

２ 自由が丘東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例 

(1) 制定内容 

建築基準法第６８条の２第１項の規定に基づき、自由が丘東地区地区計画の区域に係る建

築物の用途、敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限、高さの最高限度等の建築物の制限に

ついて定める。 

(2) 施行期日 

   公布の日 

 

３ 目黒区立保育所条例の一部を改正する条例 

 (1) 改正内容 

   保育所を廃止する。 

廃止する施設の名称 位 置 

目黒区立ひもんや保育園 目黒区碑文谷二丁目８番９号 

(2) 施行期日 

令和８年４月１日 

 

４ 目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例等の一部を改正

する条例 

 (1) 改正内容 

   下記(3)の内閣府令の施行に伴い、次の３条例において、引用する法律の規定の整備を行

う。 

  ア 目黒区放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

  イ 目黒区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例 

  ウ 目黒区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

 (2) 施行期日 

   公布の日 
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(3) 参考 

   児童福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に

関する内閣府令（令和７年内閣府令第８０号） 

   公布 令和７年９月１０日  施行 令和７年１０月１日 

 

５ 目黒区めぐろ学校サポートセンター条例の一部を改正する条例 

(1) 改正内容 

ア めぐろ学校サポートセンターの位置を改める。 

改正前 改正後 

目黒区中目黒三丁目６番１０号 目黒区中目黒二丁目１０番１３号 

  イ  めぐろ学校サポートセンターの事業を次のように改める。 

   ・「教職員の人材育成及び教務の支援に関すること」及び「特別支援教育及び健康教育に

係る支援及び相談に関すること」を削る。 

   ・「不登校児童生徒の支援に関すること」を追加する。 

(2) 施行期日 

   令和８年４月１日 

 

６ 目黒区めぐろ歴史資料館条例の停止に関する条例 

(1) 制定内容 

   目黒区めぐろ歴史資料館条例の効力を停止する。 

(2) 施行期日 

   令和８年４月１日 

 

第２ 契約 

１ 地域避難所用屋内テントの買入れについて 

 (1) 契約の相手方 株式会社河本総合防災東京支社 

(2) 種類及び数量 避難所用屋内テント（２人用） ３，９０４張 

 (3) 契 約 金 額 ４８，８７０，２７２円 

 (4) 納    期 令和８年３月３１日 

２ 目黒区総合庁舎給排水衛生設備改修工事の請負契約 

(1) 契約の相手方 加藤電気工事株式会社 

 (2) 契 約 金 額 ２７５，０００，０００円 

 (3) 工 期 契約の日から令和９年５月２８日まで 

３ 目黒区総合庁舎エレベーター設備改修工事の請負契約 

(1) 契約の相手方 日本オーチス・エレベータ株式会社東日本支社 

 (2) 契 約 金 額 １，１００，０００，０００円 

 (3) 工 期 契約の日から令和１１年３月１６日まで 
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４ 目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う機械設備工事の請負契約の一部変更について 

５ 目黒区立向原小学校等複合施設改築に伴う電気設備工事の請負契約の一部変更について 

４、５共通内容 

(1)  変更理由 

目黒区立向原小学校等複合施設改築工事の請負契約の工期を踏まえ、関連工事の工期を

延長するため、契約の一部を変更する必要が生じた。 

(2) 変更内容 

   工  期 契約の日から令和９年７月２０日まで 

        →契約の日から令和９年９月３０日まで 

 

第３ 和解 

１ 庁用軽ワゴン車（都市整備部）と電動自転車との接触事故に関する和解について 

   令和６年３月１日、目黒区中央町二丁目４番と１３番の間を通る区道上において発生した

庁用軽ワゴン車と電動自転車との接触事故について、次のとおり損害賠償の額を定めて和解

することとする。 

   損害賠償額 ３，０６２，８５３円 

 


